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連携モデル構築事業とは

大阪府では依存症対策強化事業として「普及啓発の強化」「相談支援体制の強化」「治療体制の強化」
「切れ目のない回復支援体制の強化」「大阪独自の支援体制の推進」「調査・分析の推進」「人材の養成」
の７つの基本方針を掲げている。このうち、本事業は「切れ目のない回復支援体制の強化」の一つに位置づ
けられ「第２期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、令和5年度より実施した。
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▎令和５年度

本事業を進めるにあたり、初年度は、大阪府内でギャンブル等依存症の支援を行っている５団体（特定非
営利活動法人いちごの会、大阪いちょうの会（大阪クレサラ・貧困被害をなくす会）、特定非営利活動法人
大阪マック、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会、一般社団法人全国ギャンブル依存症家族の会
大阪）への訪問を重ね、依存症支援における他機関との連携の実態や課題について聞き取り、意見交換を
行った。依存症を経験された本人及び家族としての体験談を通して、上記の内容についてお聞かせいただく
場合もあった。
また、他事業（OACミニフォーラムや回復施設・自助グループ等の見学会）を通して、連携支援の状況や

課題の把握を進めた。
このような取組みから、円滑な連携支援のためには、支援者同士の顔の見える関係だけではなく、他の支

援機関の理解やそれぞれが感じている課題の共有が必要であるとして、勉強会や事例検討会を試行的に実施
した。

▎令和６年度

初年度の取組みから、より円滑な連携支援を進めるためには、支援担当者の顔の見える関係づくりに加え、
支援者が5団体を初めとする支援機関・団体についてより深く知り、また他機関の役割について正しく理解
することが必要であるとし、架空事例を用いた事例検討会の実施を事業の核とした。
架空事例は主にギャンブル等依存症の事例を当センターで作成した。また、より効果的な実施に向け、で

きるだけ地域の支援者に参加いただけるよう、府内6地域で実施し、周知や会場については地域の保健所に
協力いただいた。事例検討会には、参加者が多様な視点から事例をアセスメントする経験となるよう、令和
5年度に訪問を重ねたギャンブル等依存症の支援機関・団体からも参加いただいた。回復施設や債務整理支
援機関のかかわりを通しての意見、依存症を経験された本人や家族の立場からの意見を聞きながら連携支援
について学ぶ機会となった。併せて、事例検討の後に、ギャンブル等依存症について理解を深めるため、依
存症専門医療機関の精神科医やケースワーカー、債務整理について弁護士を講師としたミニ講座も入れる組
立てとした。

▎令和７年度

令和6年度と同様に事例検討とミニ講座で構成した事例検討会を実施した。事例検討は、より深く他機関を
知り、連携支援について理解を深めるため、各回の架空事例の内容にテーマ「女性のアディクション」「医
療機関との連携」「家族支援について」「福祉サービスや回復施設との連携」「債務整理支援機関との連
携」「継続した支援」を設定した。
また、依存症の連携支援について実態と課題を把握するため、依存症や依存症にかかわる様々な相談の窓

口となる市町村各担当課や依存症の専門相談機関である保健所等、および依存症専門医療機関を対象に「依
存症の連携支援についてのアンケート調査」を実施した。本調査では、それぞれの支援機関が工夫を凝らし
ながら依存症支援に取り組まれていることや、その中で感じている課題について回答が得られた。

依存症の本人及び家族等の相談・治療・回復をシームレスに支援するためのOACの連携機能が、具体的な
個別支援において、複雑化・複合化した事例においても円滑に機能するよう、各支援機関間のネットワーク
の深化を図ることを目的として実施した。

位置づけ

目的

３年間の概要
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特定非営利活動法人 いちごの会

以前に比べて行政機関の回復施設への認知度が低く、相談員と協働して依存症の方へ関わることがなく
なっている。個別支援において専門医療機関や自助グループ、回復施設との連携はあるが、困っている人
が行政機関に相談した場合、回復施設にも紹介されるよう、相談の段階から連携するパイプづくりが必要
と考える。

大阪いちょうの会（大阪クレサラ・貧困被害をなくす会）

個別の連携を取る必要を感じた時には、さまざまな分野の相談員と連携をはかっているが、知っている
相談員に連絡を取ることが多い。

特定非営利活動法人 大阪マック

すぐの施設利用につながらなくても、回復施設を知ってもらうことが大切なので、種まきだと思って機
関連携の活動をしている。

公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会

関係機関と率先して連携し、回復のロールモデルとして依存症の本人や家族の回復に協力したい。

一般社団法人 全国ギャンブル依存症家族の会大阪

行政から個別事例を紹介する時には、相談者の了解を得た上で、情報を共有しながらお互いに連携を
とっていくことを希望する。

令和5年度は依存症の支援を行っている下記の5団体を継続的に訪問し、主にギャンブル等依存症に関
する各団体の支援の現状の聞き取り、また支援機関との連携支援に関する意見交換を行った。それぞれ
の機関で役割や支援の形は異なり、連携についても様々な意見をいただいた。

関係団体の聞き取りの中で、医療機関との連携について課題があげられたことから、医療機関との連携
を強化するために、医療機関における治療の実際や課題を共有する機会をもった。

事業の詳細について02

関係団体の聞き取り内容を参考に、機関連携の強化と支援者のスキルアップを目的に、試行的に架空事
例を用いた事例検討会を、八尾市保健所の協力を得て開催した。

日時｜ 令和6年2月28日（水） 15時30分～16時30分

内容｜ ミニ講義「ギャンブル依存症からの回復」

講師｜ 東布施野田クリニック 精神科医 野田 哲朗 氏

参加者｜ ギャンブル依存症問題を考える会・大阪府こころの健康総合センター

日時｜ 令和6年3月1日（金） 14時～16時

内容｜ ①架空事例を題材に依存症に対する支援についてグループでの検討と助言者からのコメント
②専門医による依存症についてのミニ講義

講師・助言者｜ 東布施野田クリニック 精神科医 辻󠄀本 士郎氏
特定非営利活動法人 いちごの会 代表 佐古 惠利子 氏

参加者｜ 八尾市内の精神保健福祉等の関係機関職員

関係団体への訪問（令和５年度）

勉強会・事例検討会（令和５年度）

２



▍エリア別事例検討会「みんなで考えよう依存症の本人・家族の支援」 （表1）

依存症支援に関する正しい知識を学ぶとともに、各機関・団体との顔の見える関係づくりと役割について理

解を深め、依存症の本人・家族等に対して関係機関が連携し支援できるようになることを目的に、架空事例

（令和7年度大阪市実施分を除く）を用いた事例検討会を実施した。事例検討会の内容は①グループワーク、

②精神科医療機関の医師やケースワーカー、また弁護士や司法書士のミニ講座という形式で実施した。

グループワークにおいては ①なるべく職種や所属機関が異なる人でグループを構成する、②各グループに

当事者や家族の立場の人に入ってもらう、③府職員のファシリテーターが記録とグループ発表を担当（大阪市

域実施分除く）し、参加者が自由に発想し発言しやすくする、④グループワークで自機関ができる支援や他機

関でできる支援を考えてもらうようにテーマ設定する、といった工夫をした。（5、6ページ「事例検討会で

行ったグループワークの紹介」を参照）

令和6年度は大阪府内の地域5圏域と大阪市域で実施し、令和7年度は堺市域で前年度と同様グループワーク

と2つのミニ講座という形で、その後は、連携支援について理解を深め、支援者の専門性を高めることを目的

に、各回の架空事例の内容にテーマを設定し実施した。（表1、表2参照）

エリア 日時・場所
参加
人数

内容

泉州圏域
令和6年9月24日（火）
14時～16時
泉南府民センター

38人

事例検討会グループワーク
講座「依存症からの回復」
講師：大阪府こころの健康総合センター

精神科医 籠本孝雄 氏
講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

三島圏域
令和6年11月7日（木）
14時～16時
大阪府茨木保健所

30人

事例検討会グループワーク
講座「依存症と専門治療・支援機関・自助グループ」
講師：大阪精神医療センター

精神科医 入來 晃久氏
講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

中・南河内圏域

令和7年1月24日（金）
14時～16時
大阪市阿倍野市民
学習センター

30人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル依存症治療現場から見えてきたこと」
講師：東布施野田クリニック

精神科医 辻󠄀本士郎 氏
講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

北河内圏域
令和7年2月7日（金）
14時～16時
大阪府守口保健所

25人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル依存症の相談支援について～本人編～」
講師：藤井クリニック

精神保健福祉士 藤井望夢 氏
講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

豊能圏域

令和7年2月19日（水）
14時30分～16時30分
豊中市立生活情報センター
くらし館

19人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル障害」
講師：とじまクリニック 精神科医 戸島覚氏

講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

大阪市域
令和7年3月14日（金）
14時～16時
大阪市こころの健康センター

27人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル依存症の相談支援について」
講師：藤井クリニック

精神保健福祉士 藤井望夢氏

堺市域

（令和7年度）
令和7年7月25日（金）
14時～16時
堺市こころの健康センター

38人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル依存症の基礎知識」
講師：阪和いずみ病院 精神科医 角田三穂子 氏

講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

事例検討会（令和６年度～令和７年度）
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▍テーマ別事例検討会「みんなで考えよう依存症の本人・家族の支援」 （表2）

テーマ 日時・会場
参加
人数

内容

女性の
アディクション

令和7年9月17日（水）
14時～16時
大阪府守口保健所

16人

事例検討会グループワーク
講座「依存症を抱える女性支援について」
講師：精神科医 横路優子氏

講座「債務整理の基本」
講師：大阪弁護士会 弁護士 鈴木嘉夫氏

医療機関との連携
令和7年10月3日（金）
14時～16時
たかつガーデン

14人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル依存症治療現場から見えてきたこと」

講師：東布施野田クリニック
精神科医 辻󠄀本士郎氏

家族支援
令和7年11月7日（金）
14時～16時
大阪府和泉保健所

16人

事例検討会グループワーク
講座「家族支援」
講師：東布施野田クリニック

精神保健福祉士 黒岡紀久子氏
情報提供：「家族支援について」

全国ギャンブル依存症家族の会大阪
大阪府こころの健康総合センター

福祉サービス
との連携

令和7年11月14日（金）
14時～16時
大阪府三島府民
センター

16人

事例検討会グループワーク
講座「ギャンブル障害からの回復に必要なもの」
講師：新阿武山クリニック

精神保健福祉士 貴村知子氏
情報提供：「回復施設の取組み」

リカバリハウスいちご北大阪
大阪マック

債務整理支援機関
との連携

令和7年12月4日（木）
14時～16時
ドーンセンター

12人

事例検討会グループワーク
講座「依存症の借金問題について」
講師：大阪司法書士会 司法書士 伊東弘嗣氏

井手洋右氏

依存症の継続支援
について

令和8年3月18日（水）
14時～16時30分
大阪市こころの健康
センター

21人

事例検討会グループワーク
講話「ギャンブル等依存症の相談支援について」
講師：藤井クリニック

精神保健福祉士 藤井望夢氏
情報提供：「支援機関・団体の取組み紹介」

いちごの会
大阪マック
大阪いちょうの会

４



グループワーク

架空事例｜

24歳男性の本人は自閉スペクトラム症の診断を受けており、就労のため就労支援機関の相談員に相談中。

相談の中でギャンブルと借金の問題がわかった。相談員は精神保健福祉手帳の取得と保健所でのギャンブル

の相談を勧めているが、本人は障がいと言われるのは嫌、パチンコは楽しみでしているだけ、と乗り気では

ない。家族は借金についての相談はしたいが、本人がギャンブル等依存症だとは思えない。

（令和7年度第4回連携モデル構築事業事例検討会「家族支援」より）

就労することでギャンブル等依存症が加速す

るケースもあると聞くので、就労は慎重に考

えた方がいいのではないでしょうか。

家族の思いを話せる場も必要です。

本人が何に困っているかを明らかに

して、仕事を切り口にアプローチし

てはどうでしょうか。

保健所は家族だけの相談もできます。

他に意見のある方はおられ

ませんか？

グループワーク①

金銭管理がうまくいかないの

なら、社協に金銭管理の相談

もありますよ。

グループワークテーマ：本人の支援に関して。複数の課題がある中で、どう見立てて、どこと連携し、どん
な支援ができるのか、様々な可能性を考えてみましょう。また、家族支援についても考えてみましょう。

このケースでは働いていないので

個人再生は難しいでしょう。依存

症治療と債務整理は両輪ですすめ

ましょう。

※事例検討会で実施したグループワークの様子を再現、一部編集しています。

市町村
障がい福祉担当

保健所 司法書士

ファシリテーター

支援団体

市町村
保健担当

• 架空事例について、参加者それぞれが考える「本人や家族の課題」について共有し「自機関ができること」

「他機関ができること」を共有しました。

• グループには、依存症の専門相談機関や専門医療機関、司法書士、回復施設や民間支援団体から依存症を経験

されたご本人やご家族の立場の方等に入っていただきました。グループワークを通して、様々な機関や立場の

人と出会い、機関の役割について知り、意見交換する機会を持つことをグループワークの目的としました。

• 多機関・多職種でのグループワークでは新たな視点での意見を聞くことができ、アンケートからも「立場の違

いによって異なるかかわり方を知ったり、共通の視点を知ることができた」「他機関の役割やどういった状況

のタイミングで連携、つないでいくのかを具体的に知ることができた」といった感想もありました。

• ファシリテーターはグループワークの目的に沿って、参加者が自由な意見を出せるように進行しました。

▍事例検討会で行ったグループワークの紹介
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グループワーク

架空事例｜

40歳の本人は夫と子ども２人の４人家族。結婚して仕事を辞め専業主婦。子育てにストレスを感じ、気分

転換でしたパチンコや買い物にのめりこむようになり、本人の行動に関して夫の叱責や監視が強くなったこ

とで、本人は不安定になり飲酒するようになった。その様子を心配した母が、保健所に相談したことで依存

症専門医療機関へつながり通院を開始。様々な制度を利用しながら回復への道を歩みだした。現在、依存症

の支援に特化した福祉サービス事業所（回復支援施設）を利用中。

（令和7年度第５回連携モデル構築事業事例検討会「福祉サービスとの連携」より）

回復支援施設が本人のしんどさに気づき

ながら理解して下さっていることが、本

人にとって大きいと思います。

夫の協力や、家族会につながることが本人の回復へと近づ

きます。本人だけが頑張って変わっても難しいと思います。

回復支援施設では、同じ境遇の人と話せます。

こういった中で過ごすことが、今後の回復に

つながる後押しになっています。

障がい福祉でヘルパーサービ

スの利用や、訪問看護で話を

聞いてもらうのはどうですか。

グループワーク②

誰かが自助グループに同行す

ることで、参加のハードルが

下がると思います。

グループワークテーマ：本人の回復について、回復支援施設でのどういった支援が本人の回復を後押ししてい
るのか考えてみましょう。また、他に利用するとすればどのような福祉サービスが利用できるでしょうか。

子どものフォローも考える必要

があるのではないでしょうか。

回復支援施設支援団体

保健所

※事例検討会で実施したグループワークの様子を再現、一部編集しています。

地域相談窓口
市町村
保健担当

医療機関

• 依存症の回復について、回復支援施設で具体的にどのような支援をして回復につながっているのか、自助グ

ループにつながり仲間との出会いが依存症のご本人やご家族にとってどのような意味があるのかを、依存症

相談に携わる支援者が理解する機会としました。

• 依存症は医療支援だけで回復するものではないため、生活の安定を手助けする様々な福祉サービスについて

知り、必要なサービスを利用できるようテーマを設定しました。

• 本人の支援にだけ目が向きがちですが、依存症は周りを巻き込む病気であることから、家族全体の支援を視

野に入れた意見が出されました。

• 参加者からは、「つながることの大切さを意識できた」「様々な所属、職種の方と一つの事例に関して意見

交換することが勉強になった」といった感想がありました。

司法書士

債務整理を進めていくと同

時に自助グループへの参加

も案内しています。

ファシリテーター

６



▍アンケート結果
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※R７年度大阪市で実施された事例検討会は含まれておりません。

▍参加者の状況

グループワークについての意見・感想（自由記載）

♦ 多様な意見・視点の共有

「様々な職種や立場の方からの意見を聞けて良かった」「異なる視点や考え方を知ることができた」

♦ 当事者・家族の意見の重要性

「当事者や家族の話を聞けて参考になった」「実体験に基づく話が貴重だった」

♦ ファシリテーターの役割

「ファシリテーターがうまく進行してくれた」「話しやすい雰囲気を作ってくれた」

♦ 時間の制約

「時間が短く、もっと話を聞きたかった」「もう少し時間があれば良かった」

♦ その他

「新しい知識や気づきを得られた」「具体的な事例が議論しやすかった」

※得られた回答を下記の項目で分類し、主な回答を一部要約して掲載
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回答者の属性 回答者の経験年数

１年目

10%

2～5年目

31%

６～９年目

16%

10年以上

37%

無記入

6%

７

※R７年度大阪市で実施された事例検討会は含まれておりません。



♦ 顔のみえる関係づくり

「顔の見える関係づくり」「直接会って話をすること」

♦ 情報共有とコミュニケーション

「こまめな情報共有」「正確な情報を伝えること」

♦ 相手の立場や役割の理解

「相手の立場や考え方を尊重する」「役割分担しながら継続的に支える」

♦ 本人・家族への寄り添い

「本人の思いを知る」「家族もサポートできるよう心がけている」

♦ 相談しやすい環境づくり

「気軽に相談できる環境が大切」「相談しやすい雰囲気、話し方をこころがけている」

♦ 専門性の活用と協力

「多職種の方を集めた研修を行っている」「専門機関へつなぐ」

♦ 相談先の不明確さ

「どこに相談すれば良いのかわからない」「相談先が見つからず、とりあえず抱え込む」

♦ 連携の不十分さ

「他機関との連携がうまくいかない」「連携先が少ない、増やす機会がない」

♦ 役割分担の不明確さ

「役割が明確にならない」「どんな機関が何をしているのか不明」

♦ 情報不足

「情報をリアルタイムに知ることができるツールがない」「情報が少ない」

♦ 偏見や理解不足

「依存症への偏見が連携の妨げになる」「病気に対する正しい理解がない」

♦ 支援の方向性の違い

「支援の方向性が異なる」「考え方や視点の違いで方向性が食い違う」

♦ 時間やリソースの不足

「時間が足りない」「マンパワー不足」

連携で大切にしていること（自由記載） ※得られた回答を下記の項目で分類し、主な回答を一部要約して掲載

連携で困っていること（自由記載） ※得られた回答を下記の項目で分類し、主な回答を一部要約して掲載

▍事例検討会のまとめ

事例検討会では連携による支援力の向上を念頭に置き、グループはできるかぎり職種や所属機関が異なる構

成とし、各グループに当事者や家族の立場の人に入ってもらうようにした。また、グループワークのテーマを

参加者が自機関や他機関ができる支援を考えられるように設定した。アンケート結果からも、他機関・他職種

の役割理解や視点の違いの気づきにつながり、また、当事者や家族から体験に基づいた意見を聞き、回復を知

ることで、依存症に対する理解を深める貴重な機会になったと思われる。あらためて当事者・家族の意見の重

要性の認識にもつながった。一方で、アンケート結果から、参加者は日ごろから他機関との連携について様々

な工夫を凝らしているものの、支援の方向性の違い、連携先の役割の不明確さ、依存症の知識の不十分さ等か

ら連携がうまくいかないと感じているということもわかった。

８



依存症や依存症に関連する問題でお困りの本人や家族の相談先となる精神保健福祉センターや、保健所、市町村
相談窓口、依存症専門医療機関や依存症支援機関、支援団体等の連携支援の実状を把握するためアンケート調査を
実施した。

アンケート実施内容

アンケート協力依頼先 政令市精神保健福祉センター、府保健所、中核市保健所、大阪市各区保健福祉センター、堺市各保健センター、

府内各市町村の障がい福祉担当課、高齢福祉担当課、生活保護担当課、生活困窮者支援担当課、保健センター、
基幹相談支援センター、いきいきネット相談支援センター、地域包括支援センター等

大阪府・大阪市・堺市依存症専門医療機関

（上記の所属の担当職員が回答）

実施期間 令和７年６月16日（月）から令和７年７月18日（金）17時まで

実施方法 大阪府行政オンラインシステムの入力によりアンケート回答を依頼

専門相談機関向けアンケート結果 回答数：68件
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【質問１】依存症のご本人やご家族の支援において、
貴機関が主に連携している機関を教えてください。

（複数回答あり）

【質問２】【質問１】で記載いただいた機関とはどのよ
うな連携をされていますか。（一部抜粋、一部要約）

• 受診の相談や同行

• 自助グループへの同行

• 福祉サービスや支援の利用調整

• 訪問看護へのつなぎ

• 自助グループ会員と一緒に本人への受診についての働きかけ

• 自助グループに体験談、研修講師の依頼

• 自助グループ開催場所の提供

• 借金相談の同行

• ケース会議の開催

【質問３】依存症のご本人やご家族に対して、連携
した支援を行う際に苦慮されていることはありま
すか。

ある

53%
ない

47%

【質問４】どのようなことで苦慮されていますか。
（一部抜粋、一部要約）

• 依存症を受け入れてくれる医療機関が少ない。

• ギャンブル、薬物、アルコール依存症以外の依存症について

医師に相談する場がない。

• 主にアルコール依存症の身体科の受診調整。

• 依存症が病気という認識を持ってもらうのが難しく、本人の

意志で何とかなると思われている支援者がいる。

• 本人との関係づくりが大切だと感じているが、本人の意思よ

りも家族や支援者側が、「どうにかしてほしい」との思いが

強い。

• 支援者の知識不足で、かかわる上での目的や目標があやふや

で、同じ方向を向いて進めないと感じる。

• 家族支援の難しさ。

• 本人の動機付けの難しさ。

依存症の連携支援についてのアンケート（令和７年度）

◆所属

９
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6

医療機関

自助グループ

行政機関ー福祉関係

行政機関ー福祉関係以外

地域包括支援センター

基幹相談支援

依存症回復施設

依存症に特化した民間支援団体

福祉サービス事業所

法テラスなどの法律関係

社協見守り相談室

その他



59

92

71

49

43

18

20

54

38

54

5

健康問題（身体）

健康問題（精神）

経済問題

借金問題

家事などの日常生活に支障がある

子育てに支障がある

認知症や介護のこと

家族関係が悪化している

虐待やDV

社会生活に支障がある(仕事や近隣との関係等）

その他

回答数（件)

市町村相談窓口アンケート結果 回答数：195件

◆所属 ◆職種（複数回答あり）
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市町村生活困窮者支援担当課

市町村家庭児童相談担当課

市町村女性相談担当課

市町村保健センター

基幹相談支援センター

いきいきネット相談支援センター

地域包括支援センター

その他
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【質問１】相談業務の中で、依存症の相談もしくは依
存症が背景にあるかもしれないと思った事例はあり
ますか。 （複数回答有）

【質問２】どのような点から依存症が背景にあるかもしれ
ないと思われましたか。 （複数回答有）

112

51

59

依存症が背景にあるかもしれ

ない事例があった

依存症の相談があった

わからない

回答数（件)

【質問５】他機関と連携した支援を行う上で、工夫をされている点やコツがあれば教えてください。
（一部抜粋、一部要約）

• 本人の話を聞き、どこの機関が適切かを判断したうえで連携を依頼する。

• 他機関を案内する際に窓口へ連絡し、当日は相談者とできるだけ同行する。

• 日ごろから依存症ケースについては他機関も巻き込んだ形での支援を考え、依存症の捉え方、支援方法を一緒に体験して

もらう。また成功事例は必ずフィードバックすることにより、地域相談機関の支援により依存症は回復することをイメー

ジしてもらう。

• 自分の役割ではないことを相談されることも多いが、本来の役割を伝えた上で「一緒に考えていく」姿勢をみせるように

している。

• 一つの機関、一人の支援者で抱え込まず、チームで支える。

• つないで終わりではなく、可能な範囲で伴走する。

• 訪問・面談・嘱託医相談の活用について積極的に提案している。

• 専門病院に入院された時は退院を見据えて関係機関に連絡し、早期介入を依頼、情報共有する。

• 支援者に酒害教室への参加を勧める。

• 連携する機関を見学する等し、特色等を知っておく。

• OAC地域交流会など、相談支援とは違う場面でつながりをつくる。

• 互いの支援できる範囲を理解し、補い合う。

10



【質問３】どのような依存症相談でしたか。もしくは
どのような依存症が背景にあるかもしれないと考え
られましたか。 （複数回答有）
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【質問４】依存症の相談があった場合、もしくは依存症が
背景にあるかもしれないと思われた場合、貴機関ではど
のような対応をされますか。 （複数回答有）

73

45

74

61

43

8

29

10

保健所や保健福祉C、精神保健福祉Cの情報提供

保健所や保健福祉C、精神保健福祉Cへ

同行するなどの支援

医療機関の情報提供

医療機関へ受診同行するなどの支援

自助グループの情報提供

自助グループへ同行するなどの支援

その他

特別な対応はしていない

回答数（件）

【質問６】依存症の相談、もしくは依存症が背景にあるかもしれないと思われる相談があった場合、どのよ
うなことが難しいと感じますか。 （一部抜粋、一部要約）

• 本人に依存症との認識や自覚がなく、早期の対応が難しいこと。

• 依存症回復プログラムにのれず途中で挫折したり、支援が継続できないことがある。再発することも多い。

• 本人が治療したいと思ってもらえず、その背景に生きる希望がないためと思われるが、こういった方に生きる希望を持っ

てもらうことの困難さ。

• 家族相談が多く、本人を必要な医療機関や相談につなげることが難しい。

• 相談に来る時点で家族関係が悪化しており、家族のサポートをうけることができず、生活面・今後の支援に影響が大きい。

• 依存症がきっかけで債務を抱えている場合、依存症と債務の相談を並行して進めていかないといけないが、依存症の相談

機関に繋がっていかないことが多い。

• 依存症に至る背景には根深い複雑な課題を抱えている場合もあり、解決するためには多大な時間を要する場合がある。

• 自分の知識が少ないために、適切な機関へのつなぎができない、対象者にとって逆効果な発言をしてしまわないか不安を

感じる。

• 本人だけでなく家族、特に子どもの支援が難しい。子どもを支援しようにも親が機能不全状態だと接触自体がとてもむず

かしい。

• 依存の課題が前面に出ていない場合も多く、相談経過を経て課題がみえてくることがある。

• 本人が「やめなければいけない」と理解しつつも、それを実行できなかったり、支援者に正直に言えないという葛藤に、

どう寄り添うかが非常に難しい。

• 薬物依存の場合、希死念慮が高く自死するリスクがある。

【質問５】依存症の相談があった場合、もしくは依存症が背景にあるかもしれないと思われた際に、情報提供
や同行支援などを行う具体的な機関名を教えてください。 （複数回答有）
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医療機関

自助グループ

行政機関ー福祉関係

行政機関ー福祉関係以外

地域包括支援センター

基幹相談支援

依存症回復施設

依存症に特化した民間支援団体

福祉サービス事業所

法律関係

社協見守り相談室

その他

回答数（件）



【質問７】 依存症相談を受ける中で、もしくは
依存症が背景にあるかもしれない人への支援の中
で、他機関と連携した支援を行う際に苦慮された
ことはありますか。

ある

49%

ない

51%

• 支援者が依存症を正しく理解できておらず、誤った対応をしたり、

わがままと受け止められることもある。

• 依存症の場合はささやかなトリガーでも再燃することが多く、他

事業者担当者に利用を敬遠されることがある。関係者の理解が得

られない。

• 一緒に訪問したり、協力してくれる機関が少ない。

• 本人に自覚や病識がない場合、専門相談支援機関や医療機関が介

入してくれない。

• 健康上の問題だけでなく、生活環境や経済問題など複合的な課題

を抱えていることが多く、問題解決に時間がかかる。

• 医療、福祉、行政、自助グループ等、多くの支援者がかかわるが、

それぞれの立場や方針が異なり足並みがそろわない。

• 関係機関と支援の方向性が揃わないことがある。

• 知的障がいと依存症が重複している等、複合的な課題があっても、

依存症以外の課題への配慮がない。

【質問８】どのようなことで苦慮されていますか。
（一部抜粋、一部要約）

【質問９】他の機関と連携した支援を行う上で、工夫をされている点やコツがあれば教えてください。
（一部抜粋、一部要約）

• 定期的なケース会議を行う、情報共有の円滑化。

• 本人にとってキーポイントとなる人を見極め、支援の方向性を他機関と統一できるよう、適宜情報共有をしている。

• 本人や家族に一貫した説明ができるよう、保健所からの助言を他職種にも共有する。

• 他機関に丸投げしないで、同行訪問するなど伴走して支援する。

• 支援者にも依存症を理解してもらえるようなかかわりをする。

• それぞれの機関のできることを把握して連携している。

• ケース対応における役割分担を連携時に明確にしている。

• 本人への接し方、支援目標を事前に支援者間で話し合い、共通認識をもった上で支援を行っている。

• 精神保健の窓口に案内する際には、事前にアセスメントした内容の概略を電話で担当者に伝えたうえで案内や同行をするよう

にしている。

• 精神科の医療機関と直接連携しながら対応し、身体科医と精神科医の連携ができるよう、ケースの情報共有をしている。

専門医療機関向けアンケート結果 回答数：12件

【質問１】依存症のご本人やご家族の支援において、
貴機関が主に連携している機関を教えてください。

（複数回答有）

【質問２】【質問１】で記載いただいた機関とは、どの
ような連携をされていますか。（一部抜粋、一部要約）

• 身体疾患への対応

• 自助グループにメッセージを依頼

• 自助グループへの同行やオンライン例会への参加

• 訪問看護による状態把握、支援依頼

• 障がい福祉サービス事業所への見学同行

• グループホーム入居や就労支援事業所通所のつなぎ

• 多重債務者への債務整理機関紹介 等

12

8

10

6

2

8

8

3

2

1

医療機関

自助グループ

行政機関ー福祉関係

行政機関ー福祉関係以外

依存症回復施設

依存症に特化した民間事業所

福祉サービス事業所

司法関係

その他

回答数（件）



【質問３】依存症のご本人やご家族に対して、地域
で連携した支援を行う際に苦慮されていることは
ありますか。

ある

83%

ない

17%

【質問４】どのようなことで苦慮されていますか。
（一部抜粋、一部要約）

• 社会資源や自助グループへ見学同行を行っても、その後

繋がらなかったり継続しない。

• 医療者や支援者でも依存症に関する知識や理解が少ない。

• 回復は一朝一夕にはいかないが、即断的な解決方法を求

められることがある。

• 家族支援がクリニックや訪問看護ステーション、デイケ

アでは困難。

• 連携のためにケア会議などに参加するが対価がない。

• 身体科医療機関との連携、介護領域、障がい福祉領域な

ど地域支援者との連携。

【質問５】地域の機関と連携した支援を行う上で、工夫をされている点やコツがあれば教えてください。
（一部抜粋、一部要約）

• 多職種会議の開催。

• 保健所や保健センターの嘱託医相談から医療への迅速なつなぎ。

• 依存症を得意とする機関と連携する 。そうでない場合も対応方法や特性などを共有しながら進める。

• 院内プログラムで地域資源の情報提供を行う。

• 依存症の理解を深めるために院内プログラムに参加してもらう。

• 問題が発覚した時だけでなく、日頃から連絡をとり、良い変化も共有するようにしている。

• 顔の見える関係を意識して、互いの機関の機能を理解して支援するように意識している。

• 依存症は対象者が抱えている問題の一部として解釈し、その背景を理解し、対象者と共に考えていく方針を共有す

ることを心がけている。

• アルコール関連問題について理解を深めたり、顔の見える関係づくりのため、一部の一般病院との定期的な連携会。

▍依存症の連携支援に関するアンケート結果のまとめ

依存症の連携支援に関するアンケート調査は、前提として、各機関の担当者の見解による回答であったり、

アンケートに回答された方は比較的依存症支援に積極的に取り組まれていたり、興味・関心が高いことが推

測されるが、回答からは、地域の様々な窓口で依存症もしくは依存症が背景にあるかもしれないと思いなが

ら相談を受けておられることがわかった。また、連携支援について、日ごろから支援者同士のつながりを大

切にされたり、多職種会議を通した情報共有や役割分担の確認、また、他機関につなぐ際の伴走的な支援等、

工夫を凝らされていることもわかった。

一方で、連携支援の困りごとについての回答では、依存症についての知識や理解が十分でないことや、本

人の否認があることによる困難さ、家族支援の難しさ等、支援を進める前の段階での困りごとが多くあげら

れていた。実際の支援の場面では、情報共有の難しさや役割分担の不明確さ、機関や職種の専門性の違いか

ら支援方針のすり合わせが難しい等の回答も多くみられた。
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事業を通して見えたこと03

・支援者同士の横のつながりをつくり、その中で助言を得て支援につながるようにしている。

・連携先の支援内容をよく知り、まずは連携先とコミュニケーションをとる。

・依存症のケースについては、他機関を巻き込んだ形での支援を考え、支援を通して依存症

の捉え方、支援方法を一緒に体験してもらう。

・訪問・面談・嘱託医相談の活用を積極的に提案し、地域で行える方法について検討・提案

を行うようにしている。

本人のニーズや自覚がない、否認がある時のように、相談につなぐことができない

場合、相談したくてもできないことが多い。

どこに相談したら良いのか、こんなこと相談して良いのか？と悩むことがある。

▍３年間の取組みを通して

本事業の3年間の取組みを通じて、改めて相談支援窓口や医療機関、依存症回復施設、支援団体等、

地域には依存症についての知識や支援経験のある支援者がいて、それぞれが熱心に取り組んでおられる

こと、また依存症の回復には専門家の支援だけでは不十分で、自助グループや同じ経験をもった仲間の

存在等、多面的な側面が必要になることが確認された。

一方、依存症のことで困っている本人や家族は、依存症という病気だけでなく複数の問題（依存症

以外の精神疾患が併存していたり、発達障がいがある等、借金等経済的なこと、家族に関すること、幼

少期からの逆境体験など生育歴に関すること、仕事に関することなど）を抱えていることも多く、多機

関、多職種での連携支援が必要となる。多機関・多職種連携による支援は、課題に応じた適切な役割分

担と、経過に応じた継続的な支援を回復の段階に合わせてしていくことになるが、支援者が様々な場面

で困っていることも多いことがわかり、連携支援についての理解をさらに深めていく必要があると考え

られた。

なお、本事業の事例検討会やアンケート調査では、連携支援における困りごとだけでなく、支援者が

普段から大切にしている点や工夫している点についても多くの回答が得られた。

これらをもとに、困りごととどのような工夫が行われているのかを、下記のとおり整理した。

＝困っていること・苦慮していること ＝大切にしていること・工夫点

▍連携支援の困りごとと工夫点

・連携する機関の支援内容を見学などで知る。

・OAC地域交流会など、相談支援とは異なる場面でつながりをつくる。

・顔の見える関係づくりを心がける。

他機関との連携、どうすれば支援のネットワークを広げられるか。

（事例検討会でのグループワーク、アンケート、連携支援についてのアンケート調査の回答から一部抜粋し編集）
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・つなぐ時には、可能な限り本人や家族と一緒に相談していく。

・こちらのニーズは明確に伝える等、伝え方を工夫する。

・相手機関の業務内容を理解し、それぞれの立場やできること、できないことを

明確にする。

課題の共通認識が不十分だったり、できていないと対応に苦慮する。

支援の方向性、足並みをそろえられない。

・必要な情報はこまめに連絡し、速やかに共有するよう心がけている。

・タイムリーなカンファレンスの実施や定期的なケース会議等、対面で話す時間を

つくる。

連絡がなく知らないうちにケースが動いていることがある。

最初は連携できていても、続かないことが多い。

・連携先の役割を理解して相談する。

・他職種の専門としている業務の範囲を理解する。

間違った理解から、こちらを責められるようなことを言われて困る。

丸投げされたり、責任転嫁される。

・当事者の希望（リカバリーゴール）を大切にし、同じ支援方針で動く。

・依存症という病気の説明とかかわりのポイントを、ケースを通じて説明した上で

役割分担をする。

・話を聞くだけでなく、次のステップが見える連携をする。

役割分担が明確にならない。

説明してもこちらの役割理解が得られないこと。

連携先の機関が具体的にどんなことをされているのか、わからないことが多い。
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▍今後に向けて

依存症の理解や対応についての研修はこれまで様々実施され、またWeb受講ができるようになって

受講者数は増加しており、依存症に対する知識や理解を持つ支援者は増えていると考えられる。

一方、連携支援に焦点化した研修はまだまだ少なく、支援者は現場で経験的に連携について身につ

けている側面がある。「顔の見える関係」が連携支援をするために大切であるという認識は広まって

いるが、実際に連携支援を行うためには、本事業で開催してきた事例検討会形式を取り入れた研修会

が今後も有用であると考えられる。事例を通して、他の機関がどのような強みを持っているかを理解

し、顔の見える関係づくりにより、実際に支援する際にスムーズに連携することが期待される。

また、地域の機関同士での連携とともに、今回事業に御協力いただいた５団体をはじめとする、府

内の依存症に関する回復支援施設や支援機関・団体、自助グループとの連携も重要になるため、事例

検討会開催の際には、このような機関・団体にも参加いただくことで、例えば、支援者だけでなく当

事者や家族の立場からの意見や、機関・団体の専門性を活かした検討を通して、参加者は具体的な回

復のあり方を体感し、連携支援に必要な知識やスキルを深めることができると考えられる。

府内の依存症の問題で悩むご本人・ご家族を支援するために、今後も地域における連携支援体制の

深化が求められている。

▍最後に

本事業の実施にあたり、特定非営利活動法人いちごの会、大阪いちょうの会（大阪クレサラ・貧困

被害をなくす会）、特定非営利活動法人大阪マック、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会、

一般社団法人全国ギャンブル依存症家族の会大阪の皆さまには、こちらからの重ねての訪問にご対応

いただき、連携支援の実態や課題についてご教示いただきました。また、事例検討会の開催に際して

は、開催方法や架空事例の作成に関するご助言をはじめ、当日のご出席、グループワークでの活発な

意見交換など多大なご協力を賜りました。

皆さまお忙しい中、ご協力いただき、深く感謝申し上げます。
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